
日 薬 業 発 第 2 7 5 号 

平成 30 年 10 月 30 日 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  安部 好弘 

 

 

「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針

（医療広告ガイドライン）に関するＱ＆Ａについて」の改訂について 

 

 

標記につきまして、厚生労働省医政局総務課より別添のとおり連絡がありま

した。 

医療広告ガイドラインに関するＱ＆Ａが整理されたことについては平成 30

年 8 月 16 日付け日薬業発第 186 号にてお知らせしたところですが、今般、同Ｑ

＆Ａを改訂したとのことです。 

薬局に直接関わるものではありませんが、取り急ぎお知らせいたしますので、

ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 
























































